
東京都市計画地区計画の変更（港区決定） 

都市計画竹芝地区地区計画を次のように変更する。 

名    称 竹芝地区地区計画 

位    置 港区海岸一丁目地内 

面    積 約２.４ｈａ 

地区計画の目標 本地区は、東京湾沿岸部に位置し、ゆりかもめ竹芝駅をはじめ、ＪＲ浜松町駅、東京モノレール浜松町駅、地下鉄大門駅

に近接するほか、都内観光地への水上交通機能を持つ日の出桟橋や、島しょ地域への玄関口である竹芝客船ターミナルに隣

接し、陸・海・空の交通利便性が高い地区である。また、東京湾に面した開放的な水辺景観や、浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮

恩賜庭園という歴史的文化遺産、にぎわい施設である劇場があり、海・緑・歴史・文化といった豊かな環境資源を有してい

る。しかし、本地区と浜松町駅周辺を結ぶ歩行者ネットワークの不足、海岸通り、首都高速道路によるにぎわいの分断、本

地区を含む周辺地域の建築物の老朽化など地域の魅力を発揮できない課題を抱えている。 

東京圏国家戦略特別区域に関する区域方針では、目標として、２０２０年開催の東京オリンピック・パラリンピッ

クも視野に、世界で一番ビジネスのしやすい環境を整備することにより、世界から資金・人材・企業等を集める国際

的ビジネス拠点を形成するとともに、創薬分野等における起業・イノベーションを通じ、国際競争力のある新事業を

創出することとしている。 

また、都市再生特別措置法に基づく特定都市再生緊急整備地域の地域整備方針では、地域の資源である浜離宮恩賜庭園、

旧芝離宮恩賜庭園や海を意識しながら景観や環境にも配慮しつつ、内外の企業が魅力を感じられる国際競争力の高いビジネ

ス拠点を形成することを目標に、エリアマネジメントとの連携も図りつつ、防災性の向上やエネルギー対策を推進すること

や、浜松町駅から竹芝ふ頭に至る歩行者動線の強化や緑の創出・ネットワークの充実を図り、地区内の回遊性の向上や小笠

原及び伊豆七島への玄関口としてふさわしい景観を形成するなどの方針が挙げられている。現在、こうしたまちづくりを実

現するため、官民のパートナーシップによるエリアマネジメントの推進、民間活力による都有地の総合的活用を図る「都市

再生ステップアップ・プロジェクト（竹芝地区）」が展開されている。 

こうしたことから、東京圏の区域計画（素案）では、本地区において、都有地の活用により、新産業貿易センター

と一体整備し、コンテンツ研究・人材育成拠点及び外国人居住者等の生活支援施設等の整備を行うこととしたところ

である。また、併せて、都有地の機能更新を契機に、浜松町駅から竹芝ふ頭に至る利便性が高く安全で快適な歩行者

ネットワークを形成するとともに、防災対応力の強化や、周辺環境資源との連続性を意識した質の高い都市空間の形

成など、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新により、国際性豊かなにぎわいのあるビジネス拠点の形

成を図る。 

 



 

 

 

 

 

 

 

土地利用の方針 地区の立地特性を踏まえ、土地の合理的かつ健全な高度利用と魅力ある複合市街地の形成を図るため、土地利用の方針を

以下のように定める。 

１ 陸・海・空の交通利便性を踏まえ、業務、商業、文化・交流、住宅等の多様な機能の集積に加え、業務支援機能、生活

支援機能の充実を図り、国際性豊かなにぎわいのある複合市街地の形成を誘導する。 

２ 浜松町駅や竹芝ふ頭・竹芝駅をつなぐ立体的な歩行者動線を形成し、浜松町駅周辺と一体となるにぎわいの誘導及び公

共施設間のバリアフリー化を図る。 

３ 多様なオープンスペースの整備を通じ、地域のにぎわいや交流の創出、回遊性の向上を図る。 

４ 地域の防災拠点として、地区内外とも連携した防災機能の充実を図り、災害に強いまちづくりを進める。 

地区施設の整備の方針 安全で快適な歩行者空間の確保等による快適な都市空間の形成を図るため、地区施設の整備の方針を以下のように定める。 

１ 地域のにぎわいや回遊性向上に資する歩行者の滞留・集散空間として、竹芝通り沿いの地上部、デッキ部に緑豊かな広

場を整備する。 

２ 地域の住民や来訪者の憩い空間として、地区南側道路沿いの地上部に緑豊かな広場を整備する。 

３ 浜松町駅と竹芝ふ頭・竹芝駅をつなぐバリアフリー化された歩行者ネットワークを形成するため、新たに歩行者専用通

路を整備する。 

４ 周辺地区とのつながりに配慮した、安全で快適なゆとりのある歩道状空地を整備する。 

建築物等の整備の方針 周辺の環境資源との連続性を意識した質の高い都市空間の形成を図るため、建築物等の整備の方針を以下のように定める。 

１ 地区にふさわしい都市機能の誘導を図るため、建築物等の用途の制限を定める。 

２ 安全で快適な歩行者空間を確保し、回遊性の向上を図るため、壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設

置の制限を定める。 

３ 旧芝離宮恩賜庭園や浜離宮恩賜庭園等、周辺環境と調和した魅力ある都市景観の形成を図るため、建築物等の形態又は

色彩その他の意匠の制限を定める。 

その他当該地区の整備、開発

及び保全に関する方針 

１ 自然エネルギーの有効活用や熱負荷低減効果の高い外装材の活用などを積極的に行うことにより、環境負荷低減に努め

るとともに、地域冷暖房施設の導入による地域全体の熱供給能力の強化を図る。 

２ エリアマネジメントと連携した災害時における帰宅困難者の支援や、自立分散型エネルギーの導入を図る。 

３ 都心部におけるヒートアイランド現象の緩和や旧芝離宮恩賜庭園等との緑のネットワーク形成に寄与するため、地区内

の緑化を積極的に推進する。 
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種  類 名  称 幅  員 延  長 面  積 備  考 

その他の

公共空地 
広場１号 － － 約１,０００㎡ 

新 設 

 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 



地区施設の配置

及び規模 

その他の

公共空地 
広場２号 － － 約  ２００㎡ 

新 設 

 

広場３号 － － 約 ３００㎡ 
新 設 

 

広場４号 － － 約 ２５０㎡ 
新 設 

 

広場５号 － － 約 ７００㎡ 

新 設 

３階デッキレベルで整備 

歩行者専用通路１号と接続 

広場６号 － － 約 ２００㎡ 

新 設 

２階デッキレベルで整備 

 

歩行者専用通路１号 ４ｍ 約１３０ｍ － 

新 設 

３階デッキレベルで整備 

階段、昇降施設を含む 

浜松町駅と接続する歩行者

デッキ、歩行者専用通路２号

と接続 

歩行者専用通路２号 ４ｍ 約１５０ｍ － 

新 設 

２階デッキレベルで整備 

昇降施設を含む 

竹芝ふ頭と接続 

歩行者専用通路３号 ３ｍ～４ｍ 約  ３０ｍ － 

新 設 

２階デッキレベルで整備 

竹芝駅と接続 

歩道状空地１号 ２ｍ 約１４０ｍ － 新 設 

歩道状空地２号 ３ｍ 約２９０ｍ － 新 設 

歩道状空地３号 ３ｍ 約１９０ｍ － 新 設 
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建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の区分 名称 Ａ街区 Ｂ街区 

面積 約１.９ｈａ 約０.５ｈａ 

建築物等の用途の制限 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

２３年法律第１２２号）第２条第１項第一号及び第四号に掲

げる風俗営業並びに同条第５項に該当する営業の用に供す

る建築物は建築してはならない。 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

２３年法律第１２２号）第２条第１項各号に掲げる風俗営業

及び同条第５項に該当する営業の用に供する建築物は建築

してはならない。 

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、歩行者の回遊性及

び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター等及びこれらに設置される屋根、柱、

壁その他これらに類するものはこの限りではない。 

 壁面後退区域における

工作物の設置の制限 
広告物等、交通の妨げとなるような工作物を設置してはならない。 

建築物等の形態又は色

彩その他の意匠の制限 

１ 建築物及び工作物の外観の色彩は、東京都景観計画及び港区景観計画の色彩基準に適合し、周辺環境と調和したものと

する。 

２ 建築物及び工作物の形態及び意匠は、東京都景観計画及び港区景観計画に適合し、良好な都市景観の形成に資するもの

とする。 

                                     

 

「地区計画の区域、地区整備計画の区域、地区施設の配置及び壁面の位置の制限については、計画図表示のとおり」 

 

理由：風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正に伴い、地区計画を変更する。 
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変更概要                                         ＿＿＿部分は、変更箇所又は追加箇所を示す  
名 称 竹芝地区地区計画 

事 項 旧 新 摘要 

地
区
整
備
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画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地 区 の

区分 
名 称 Ａ街区 Ｂ街区 Ａ街区 Ｂ街区 

法
改
正
に
伴
う
変
更 

建築物等の用途

の制限※ 

風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法

律（昭和２３年法律第１

２２号）第２条第１項第

一号、第二号及び第七号

に掲げる風俗営業並びに

同条第５項に該当する営

業の用に供する建築物は

建築してはならない。 

風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法

律（昭和２３年法律第１

２２号）第２条第１項各

号に掲げる風俗営業及び

同条第５項に該当する営

業の用に供する建築物は

建築してはならない。 

風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法

律（昭和２３年法律第１

２２号）第２条第１項第

一号及び第四号に掲げる

風俗営業並びに同条第５

項に該当する営業の用に

供する建築物は建築して

はならない。 

風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法

律（昭和２３年法律第１

２２号）第２条第１項各

号に掲げる風俗営業及び

同条第５項に該当する営

業の用に供する建築物は

建築してはならない。 

 



東京都市計画地区計画 
竹芝地区地区計画 計画図１                  [港区決定] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。 
（承認番号）２都市基交著第７６号・２都市基交測第３９号  （承認番号）２都市基街都第５４号、令和２年６月１２日 



東京都市計画地区計画 
竹芝地区地区計画 計画図２－１【地上部】          [港区決定] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。 
（承認番号）２都市基交著第７６号・２都市基交測第３９号  （承認番号）２都市基街都第５４号、令和２年６月１２日 



東京都市計画地区計画               
竹芝地区地区計画 計画図２－２【2 階～3 階デッキ部】    [港区決定] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。 
（承認番号）２都市基交著第７６号・２都市基交測第３９号  （承認番号）２都市基街都第５４号、令和２年６月１２日 



東京都市計画地区計画               
竹芝地区地区計画 計画図３                  [港区決定] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。 
（承認番号）２都市基交著第７６号・２都市基交測第３９号  （承認番号）２都市基街都第５４号、令和２年６月１２日 


